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平成２９年度第２回旭川市子ども・子育てプラン見直し検討部会 議事概要 

 

 

○開催日時 

平成２９年７月１２日（水） １８：３０～２０：４０ 

○開催場所 

子ども総合相談センター ２階 研修・会議室 

○出席委員（９名） 

石河委員，上原委員，大橋委員，斉藤委員，佐々木委員，佐藤委員，鈴木委員， 

武田委員，宮﨑委員 

○事務局（１３名） 

 子育て支援部 竹内次長 

 子育て支援課 田村補佐 

子育て企画係 村上主査，岩本 

 こども育成課 飯森課長，金主幹 

        こども育成係 田上係長，鈴木主査，小久保，陶，斉藤 

        保育給付係  上田係長 

        こども事業係 工藤係長 

○傍聴者（０名）        

  

○議事概要 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 協議事項 

≪協議事項ア 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制について≫ 

 

【平日日中の教育及び保育】 

（事務局） 

 資料３に基づき，認定区分ごとの確保策について事務局から説明 

 

（Ａ委員） 

 ・資料では６つの地域設定をしているが，旭川は１圏域と捉えてよいか。 

 ・平成３０年度と平成３１年度の確保策の施設整備については，採択されると考えてよ

いか。 

 ・幼稚園が施設型給付に移行する時，認可定員を減じた利用定員になると思うが，この

確保策には反映しているのか。 

（事務局） 

・北海道に対しては，旭川は１圏域として回答している。 
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 ・平成３０年度に記載している内容は，今年度の予算付けによる整備や事業者からの移

行希望によるものであり，平成３１年度については事業者からの移行希望を反映させて

ものであるが，整備については平成３０年４月の状況を踏まえながら予算要求の中で検

討していくことになる。 

 ・幼稚園に移行希望を確認した際の利用定員数を反映している。 

 

○ １号＋２号（教育） 

（Ａ委員） 

 ・確保策として平成３０年度で８０名，平成３１年度で７０名程度増えるが，これは全

て認定こども園の定員増と考えるが，今後，制度が周知されることに伴い，認定こども

園の中で１号を希望する人が増えるのではないか。 

 ・現在，認定こども園の１号認定の公定価格最低単価が１５名までとなっているが，市

では保育所が認定こども園に移行する際の定員を９名以内に制限している。今後利用希

望が増えた場合，定員の改定を市は認めるのか。 

 ・施設型給付に移行する幼稚園は，従来型の幼稚園の認可定員より利用定員を下げると

考えられ，認定こども園の定員が増加するとなれば，１号総体の定員としてあまり変更

はなくても，構成する施設の定員数が変わってくると思われるので，その内訳を示して

もらわないと利用者のニーズに沿った確保策にならないのではないか。 

（事務局） 

 ・平成３０年度，平成３１年度については，１号認定子どもの受け皿として幼稚園があ

る中で，認定こども園の２号認定子どもの受け皿を削って１号の定員の改定を認めるこ

とは考えていない。平成３２年度以降は，今後予定しているニーズ調査の結果によって

は，定員の改定について検討する余地はあるかもしれない。 

 ・定員を構成する施設ごとの内訳はもち合わせていない。 

（Ｂ委員） 

 ・幼稚園の入園先の相談を受けることがある。利用者は認定制度の仕組みを理解してい

ないため，もう少し身近なところで市民ニーズを把握することはできないのか。 

（Ｃ委員） 

 ・ニーズ調査は，次期計画を策定する際に実施することになるが，過去のニーズ調査の

結果と実績値には相当の乖離もみられることから，次回の調査項目の内容についてはプ

ランに適切に反映できるよう十分に検討する必要がある。 

（Ａ委員） 

 ・必ずしも３号から２号利用になるとは限らない。認定こども園が周知されてきたこと

で１号へのニーズは増えてくると思うので，そうしたニーズを十分に把握した上で確保

策を考えていく必要があるのではないか。 

 

● １号＋２号（教育）については事務局（案）のとおりとするが，量の見込みと確保策

の数字に縛られるのではなく，保護者ニーズを柔軟に取り入れることができるよう検討を

行うことを，平日日中の教育及び保育についての答申に係る付帯意見とする。 
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○ ２号（左記以外）  

（Ａ委員） 

 ・平成２９年度の量の見込みの４，１１６人は平成２９年４月１日時点の実数か。 

（事務局） 

 ・２号（左記以外）の量の見込みの見直しは行わないため，当初計画の数値を記載して

いる。 

（Ａ委員） 

 ・参考の弾力的運用対応分の５％とは何か。 

（事務局） 

 ・当初のプランにおいても弾力的運用対応分として１０８％で受け入れる場合の増加人

数を記載しており，平成２７年度と平成２８年度の４月１日現在の定員充足率の平均が

１０５％ということから，参考にその場合の確保することができる人数を記載した。 

（Ａ委員） 

 ・３歳から５歳の年度末にかけての入所状況はどのぐらい変動するのか。 

（事務局） 

・参考資料４をご覧いただければと思うが，０歳児の入所率は，年度末にかけて増加す

る傾向にあるが，他の年齢についてはあまり変動しない。 

 

● ２号（左記以外）については事務局（案）のとおりとする。 

 

○ ３号（０歳） 

（Ａ委員） 

 ・小規模保育事業の稼働率が低い理由は何か。稼働率を上げる試みはどのように考えて

いるか。 

（事務局） 

 ・小規模保育事業は，周知不足ということも考えられる。今年度は市民広報での周知を

行ったほか，子育て支援ナビゲーターが小規模保育事業の利用を促している。 

・小規模保育事業を選択しない理由の一つとして３歳で転所の必要があり，卒園後（３

歳以降）の行き先がなくなるという不安もあるかと思う。事業者が連携施設を確保する

ことができれば最優先で入所できる仕組みとなっていることについて，利用者に周知し

ていく必要があると考えている。 

（Ａ委員） 

 ・小規模保育事業を有効活用できる仕組み（インセンティブや連携施設の確保等の仕掛

けづくり）が必要と考える。事業者と市の両方が，連携しながら検討していくべき。 

（Ｃ委員） 

 ・小規模保育事業の利用が少ないのは全国的な傾向か。旭川市特有のことなのか。 

（事務局） 

 ・どの自治体においても年度当初の利用は低い。  

（Ｄ委員） 

 ・３歳になったら，連携施設に優先的に入ることができることを知らない人も多い。 
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（Ｃ委員） 

 ・市としても小規模保育事業について，もう少し周知に力を入れるとよい。 

 

● ３号（０歳）については事務局（案）のとおりとするが，小規模保育事業の利用促進

については，平日日中の教育及び保育についての答申に係る付帯意見とする。 

 

○ ３号（１～２歳） 

（Ａ委員） 

 ・北海道の保育料の軽減事業が始まったことで，保育所への入所申込みは増えていくの

か。 

（事務局） 

 ・先行して同様の事業を実施している他都市の状況等からも，今後保育所への入所の申  

込みは増えると思うが，現時点では人数については把握できていない。 

・仮に認可保育所等における今回の軽減対象者の割合で試算した場合，認可外保育施設

に通う児童のうち１３０名程度が，認可保育所を利用した方が保育料が下がることにな

るが，その中からどの程度の人が認可保育所等に変更するのかは不明である。 

（Ａ委員） 

・産休期間の延長や保育料の軽減がどのぐらい影響するのかはわからない。 

・参考資料６の２歳児の就園率が５０％というのは，３歳児で通うことを１００％とし，

幼稚園５０％，保育所５０％とすると，２歳の段階で働く人は，もう保育所に預けてい

ると考えられるので，３歳（１～２歳）の確保策は妥当なものと考える。 

 

● ３号（１～２歳）については事務局（案）のとおりとする。 

 

 

【時間外保育事業】 

（事務局） 

  資料４に基づき，時間外保育事業の量の見込みと確保策について事務局から説明 

 

● 意見等なし。時間外保育事業は事務局（案）のとおりとする。 

 

 

【放課後児童健全育成事業】 

（事務局） 

  資料４に基づき，放課後児童健全育成事業の量の見込みと確保策について事務局から

説明 

 

（Ａ委員） 

 ・就労の状況などが利用要件を満たさない人や一時的に利用したい人などを新たに受

け入れるなどの変更点はあるか。 
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（事務局） 

・保育の必要性を要件としているが，就労状況においては時間数による制限はかけて

いない。また，利用決定に際しては低学年から優先的に決定していたが，今年度，待

機児童を解消することができたため，高学年が利用できないような状況にはなってい

ない。現段階では，土曜日だけの利用や長期休業期間だけ利用するといった児童のニ

ーズを把握していないことから，今後，受け入れることが可能かどうかを含め検討し

ていきたい。 

 （Ｃ委員） 

  ・放課後子ども教室について，今年度実施の２か所の計画を説明してほしい。 

 （Ｅ委員） 

  ・放課後児童クラブと放課後子ども教室の違いを説明してほしい。 

（事務局） 

  ・放課後子ども教室は保育の必要性の有無にかかわらず利用でき，学校・地域・行政

で連携し様々なカリキュラムを提供するもので，放課後児童クラブと比べて開設日数

など制限がないのが特徴的である。 

  ・今年度実施するのは，市民と行政の協働のまちづくり事業で採択されたスポーツク

ラブを運営する団体で，体力の向上，学習支援及び文化の体験などを，地域の方々と

連携して行うことを予定している。また，実施場所は，愛宕公民館と豊岡地区センタ

ーを予定している。なお，開始時期は，小学校の夏休みに合わせ７月下旬頃からを想

定している。 

 （Ｄ委員） 

  ・目標事業量の平成３０年度の民間事業者の取組で新たに６か所開設とあるが，場所

はどこか。 

（事務局） 

  ・認定こども園を新たに行うところとして北星，東光，永山２か所と幼稚園の事業者

を想定している。 

（Ａ委員） 

 ・子どもにとって，余暇の時間にどのような体験をさせるかということが大事になる

ので，放課後児童クラブの内容をもっと充実してほしい。また，発達に課題を抱える

子の受入もお願いしたい。 

（事務局） 

 ・発達に課題を抱える子は，平成２８年５月時点で１８２人受け入れていて，平成  

２４年からの５か年度と比較すると２．３倍に増えている。受入体制は３人に１人支

援員を加配して対応している。 

 

● 放課後児童健全育成事業は事務局（案）のとおりとする。 

 

５ その他 

  次回の開催日は，平成２９年７月１９日（水）１８時半 

 

６ 閉会 


